
仲  裁  法 
－国際商事仲裁模範法（グローバルスタンダード）に準拠－ 

   

                  

   

   
仲裁人選任 
 
・当事者自ら選
任 

 
・標準的人数を
２人から３人
に 

  

審理手続 
 
・手続のルール
は当事者又は
仲裁人が定め
る。 

 

 

仲裁判断 
 
（判決に相当） 

   

仲裁合意 
 
・紛争を仲裁手
続で解決する
旨の合意 

 
・書面による 
（電子メールに
も対応） 

裁判所の援助 
 

・裁判所の手続の明確化 

必要に応じ選任 必要に応じ 
証人尋問等の実施 

執行許可の

裁判 
 
・要件に関する
規定を整備 

  

取消しの 

裁判 
 
・要件に関する
規定を整備 

  
※裁判所の手続は， 
すべて決定手続とし， 
迅速処理に対応 


